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子
ど
も
や
女
性
へ
の
生
活
困
窮
支
援
を

市
民
協
働
と
市
民
活
動
の
活
発
化
を

問
日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
率（
標
準
的
な
所
得
の
半
分

以
下
の
世
帯
）は
、
６
人
に
１
人
が
貧
困
と
過
去
最
悪
だ
。

市
は
４
月
か
ら
、
生
活
困
窮
者
の
た
め
の
相
談
窓
口
を
開

設
し
て
い
る
が
、
生
活
困
窮
世
帯
の
定
義
と
そ
の
対
象
者

数
の
想
定
は
。

福
祉
部
長

平
成
27
年
1
月
現
在
、
非
課
税
世
帯
は
、

総
数
で
４
千
713
世
帯
で
９
千
622
人
。
こ
う
し
た
世
帯
で
扶

養
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
は
741
人
だ
。
生
活
困
窮
者
の
定
義

と
イ
コ
ー
ル
に
は
な
ら
な
い
が
、
非
課
税
世
帯
は
困
窮
に

陥
り
や
す
い
と
認
識
し
て
い
る
。

問

全
世
帯
の
21・
2
％
が
非
課
税
世
帯
。
30
歳
代
の

14・7
％
が
非
課
税
世
帯
に
暮
ら
し
て
い
る（
下
図
）。
原

因
は
。

福
祉
部
長

30
代
の
63・
1
％
、
40
代
の
62・
8
％
が
女

性
で
あ
り
、
母
子
家
庭
が
431
世
帯
あ
り
、
母
子
家
庭
の
低

所
得
が
原
因
と
推
測
し
て
い
る
。

問
高
校
中
退
の
子
ど
も
や
、
ひ
き
こ
も
り
も
把
握
し
な

が
ら
、
生
活
困
窮
に
陥
ら
な
い
よ
う
寄
り
添
い
続
け
る
こ

問
新
た
な
市
民
協
働
課
の
役
割
は
。

企
画
部
長

市
民
で
で
き
る
こ
と
は
市
民
の
手
で
行
っ

て
も
ら
う
後
押
し
と
し
て
、
市
民
活
動
の
相
談
や
、
組
織

の
立
ち
上
げ
に
対
し
、サ
ポ
ー
ト
で
き
る
体
制
に
し
た
い
。

問
介
護
保
険
制
度
改
正
に
よ
り
、
地
域
の
助
け
合
い
が

重
要
に
な
る
。サ
ロ
ン
活
動
の
準
備
金
や
運
営
費
の
交
付
、

開
設
場
所
の
条
件
な
ど
は
、
い
つ
示
す
の
か
。

福
祉
部
長

サ
ロ
ン
開
設
の
支
援
や
、
総
合
事
業
メ

ニ
ュ
ー
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
い
つ
示
す
か
は
未
定
だ
。

吉
川
三
津
子
議
員

と
が
大
切
で
は

な
い
か
。

福
祉
部
長

仕
組
み
づ
く
り

を
早
急
に
頑

張
っ
て
や
り
た

い
。

教
育
部
長

保
護
者
や
学
校
側
か
ら
の
洋
式
化
を
含
め

た
改
修
要
望
が
例
年
10
校
ほ
ど
あ
る
。
屋
内
運
動
場
の
吊

天
井
の
落
下
防
止
対
策
工
事
を
第
一
優
先
に
し
て
い
る
の

で
、
改
修
時
期
と
規
模
を
財
政
部
局
と
協
議
し
、
今
後
計

画
し
て
い
く
。

問
女
子
ト
イ
レ
に
洋
式
便
器
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い

る
。要
望
が
あ
っ
た
ト
イ
レ
修
繕
は
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

教
育
部
長

簡
易
的
な
水
洗
レ
バ
ー
の
故
障
修
理
や
洋

式
便
器
を
ふ
や
し
て
ほ
し
い
な
ど
の
要
望
は
実
施
し
た
。

問
最
後
に
学
校
ト
イ
レ
の
早
期
改
修
に
つ
い
て
市
長

は
。

市
長

で
き
る
限
り
児
童
生
徒
の
学
び
や
す
い
環
境
提

供
の
た
め
、
今
後
も
現
地
確
認
を
確
実
に
行
い
、
計
画
的

に
修
繕
を
進
め
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

・
愛
西
市
の
地
方
創
生
と
は
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非課税世帯に暮らす人（市民税）


